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多比良港工業団地分譲募集要領 

 

 

１ 分譲地の概要 

(1) 名  称     多比良港工業団地 

(2) 所 在 地     雲仙市国見町土黒甲２９６－２５、２９６－２６ 

(3) 事業主体     雲仙市 

(4) 分譲面積     ３０,４００．５４㎡ 

(5) 引渡し時期    分譲申込書受付日から約９ヶ月以内 

※多比良港工業団地の分譲面積約６．２７haのうち、３２,３９９.０７㎡は売却 

 済みのため、現在の分譲面積は３０,４００．５４㎡。 

 

２ 分譲区画、地番、地目、面積及び価格 

 

※申込者が各区画の分割分譲を希望する場合は、事前に市と協議すること。 

※ただし、分割分譲の土地売買契約については、確定測量後実測面積により算出され 

 た分譲面積及び分譲金額で締結する。 

 

３ 建築規制等 

(1) 都市計画区域：臨港地区 

(2) 分区区分：工業港区 

(3) 建築基準：建ぺい率 ７０％、容積率 ２００％ 

(4) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）による工業団地特例措置適用区域 

・緑地面積率   ‥ ５/１００以上 

・環境施設面積率 ‥ １０/１００以上（緑地面積を含む。） 

 (5) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、港湾法（昭和２５年法律第２１８ 

号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）並びに雲仙市景観条例（平成 

２５年雲仙市条例第２４号）及び雲仙市環境条例（平成１７年雲仙市条例第１ 

４０号）等を遵守すること。 

 

分譲

区画 
地番 地 目 分譲面積(㎡) 分譲金額（円） 

単価 

（円/㎡） 

① ２９６－２５ 雑種地 ９,１０８.０５  ７８,５１１.３９１  
８，６２０ 

② ２９６－２６ 雑種地 ２１,２９２.４９ １８３,５４１.２６３ 
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４ 交通アクセス 

(1) 高速道路  長崎自動車道（諫早IC）まで約３２ｋｍ 

(2) 道  路  国道２５１号隣接 

(3) 鉄  道  ＪＲ長崎本線（諫早駅）まで約３３ｋｍ 

島原鉄道（多比良駅）まで約７００ｍ 

(4) 空  港  長崎空港（高速道路経由）まで約５２ｋｍ 

(5) 港  湾  多比良港まで約６５０ｍ 

 

５ インフラ 

  (1) 道 路  団地内道路幅員８ｍ 

  (2) 用 水  市上水道（日最大使用可能水量：３５０㎥/日） 

         ※工業用水道又は地下水の利用を希望する場合は、市と事前協議 

を行うこと。 

  (3) 排  水  市公共下水道なし ※買受人による合併処理浄化槽設置が必要。  

         雨水排水については、団地内側溝へ接続。 

  （4）電 力 普通高圧６，６００ V  

※買受人が供給会社に引込みについて、協議・申込みをするこ 

と。 

(5) 通  信  光回線可 

        ※買受人が供給会社に引込みについて、協議・申込みをするこ 

と。 

 

６ 申込者の資格 

(1) 港湾法上の臨港地区（工業港区）に適合する建築物その他の構築物を建築できる 

事業を営むものであること(原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運 

送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びこれらの附帯施設)。 

(2) 分譲地に６(１)に掲げる業種の事業所等を設置し、及び自らその経営を行う者 

であること。 

(3) ６(１)に掲げるいずれかの業種の事業所等の設置及び経営に関し、必要な資力 

及び信用を有する者であること。 

(4) 本社所在地における直近の国税、都道府県税及び市区町村税並びに雲仙市税を 

滞納していないこと。 

(5) 次の①から⑧までに該当しない者であること。 

①申込者又は申込者の役員等（その支店又は営業所等の代表者を含む。以下同 

じ。） が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平 

成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)で 

ある又は暴力団員が申込者の経営に実質的に関与している。 
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② 申込者又は申込者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図 

  る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不 

当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下 

同じ。）又は暴力団員を利用している。 

③ 申込者又は申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給 

し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力 

し、又は関与している。 

   ④ 申込者又は申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ 

     き関係を有している。 

⑤ 申込者又は申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りなが 

ら、これを不正に利用するなどしている。 

⑥ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基 

づく裁判所からの再生手続の開始が決定されている者 

   ⑦ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基 

づく裁判所からの更正手続の開始が決定されている者 

⑧ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１ 

４７号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員 

が関与している団体 

 

７ 分譲の条件 

(1) 市と買受人における分譲地の売買契約（以下「土地売地売買契約」という。）の 

対象となる分譲地及び当概分譲地上に設置した事業所等の全部又は一部につい 

て、買受人は土地売買契約を締結した日から１０年間は、市の承認を得ないで、 

第三者に所有権を移転し、又は地上権、賃借権その他の権利の設定を行わないこ 

と。 

(2) 買受人は、市が所有権移転登記と同時に、土地売買契約を締結した日から１０ 

年間の買戻特約を登記することについて承諾すること。 

(3) 買受人は、土地売買契約を締結した日からおおむね３年以内に操業を開始する  

こと。 

(4) 買受人は、市の承認を得ないで土地売買契約を締結した日から１０年間は、分 

譲地を６(１)に掲げるいずれかの業種の事業所等の用に供する目的以外の用途 

に使用しないこと。 

(5) 買受人は、市の承認を得ないで事業計画書に記載した事項を変更しないこと。 

 (6) 買受人は、市内の労働者を積極的に雇用するよう努めること。 

(7) 買受人は、公害の防止に万全を期するとともに、環境の保全（緑地等の整備そ 

の他良好な環境の創出を含む。）を図ること。 
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８ スケジュール（※あくまで目安です。実際の時期は前後することがあります。） 

時   期 概           要 

随時 分譲申込書の受付 

受付から約１ヶ月 書類審査により買受候補者を決定・通知 

決定・通知から約２ヶ月 
分割による分譲の場合は、確定測量により実測面積の確

定 

実測面積の確定から 

約２週間 

土地売買に係る契約の締結 

（議会での審議が必要な分譲については、 

仮契約の締結） 

（仮）契約締結から 

約１ヶ月～４ヶ月 

市議会での審議 

市からの議決結果通知により仮契約が本契約となる 

【契約保証金（※）】 

分譲価格の 100分の 10以上を本契約日に納付 

本契約日から３０日以内 
【売買代金】請求書を受理した日から 30日以内に納付 

※契約保証金は、売買代金に充当することが可能 

売買代金納付から約２週間 

売買代金の納入確認後、市が所有権移転登記手続 

（登録免許税等の諸費用は、買受人の負担） 

売買土地の引渡し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 / 9 

 

９ 申し込み受付等 

申込方法 ・申込みに当たっては、あらかじめ電話連絡の上、申込書等を提出 

すること。 

・提出は、直接持参又は郵送（書留郵便）により行うこと。 

・申込みに係る費用は、申込者が負担すること。 

申込期間 ・随時受付（土日祝日を除く。） 

・受付時間：８時３０分から１７時まで 

提出場所及
び問合せ先 

〇雲仙市観光商工部企業誘致推進室 

・住所  〒８５９-１１０７ 

長崎県雲仙市吾妻町牛口名７１４番地 

・ＴＥＬ ０９５７-４７-７８３７（直通） 

・ＦＡＸ ０９５７-３８-３２０５ 

・メールアドレス kigyoyuchi@city.unzen.lg.jp 

提出書類 (1) 多比良港工業団地分譲申込書（様式第１号） 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 企業概要・沿革に関する書類 

(4) 決算書（過去３年分）の写し 

(5) 定款の写し及び商業登記簿謄本 

(6) 印鑑証明書 

(7) 本社所在地における直近の国税、都道府県税及び市区町村税並 

びに雲仙市税に係る滞納が無い旨の納税証明書 

(8) 誓約書（暴力団排除及び法令上の規制遵守） 

(9) 役員名簿（雲仙市各種契約等からの暴力団等の排除に関する要
綱（平成２４年雲仙市告示第９７号）第３条に規定する照会
用） 

(10)その他市が必要とする書類 

※決算書及び定款については、原本証明を行うこと。 

※商業登記簿謄本、印鑑証明書、納税証明書については、申込みの 

日から過去３ヶ月以内に発行されたものに限る。 

※国税の納税証明書はその３の３「法人税」及び「消費税及び地方 

消費税」について未納税額のない証明用、その３未納税額のない 

証明用とする。 

※役員名簿については雲仙市各種契約等からの暴力団等の排除に関 

する要綱第３条に規定する雲仙警察署長に対して照会を行うため 

に用いるものであるため、不備（記載漏れ等）がないよう十分に 

注意すること。 

※提出書類は、返却しない。 

※提出書類は、分譲に伴う審査以外の目的には使用しない。 

mailto:kigyoyuchi@city.unzen
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※提出書類は、分譲に伴う審査以外の目的には使用しない。 

提出部数 正本１部 

 

１０ 買受候補者の決定 

（1）市が申込みを受けたときは、先着順で雲仙市工業団地分譲要綱及び雲仙市工業 

団地分譲審査要領の規定に基づき審査し、買受候補者を決定する。 

   ただし、申込者が分譲を希望する各区画において、市が１者目の申込みを受け 

付けた日から７日以内に別の申込みと重複した場合は、雲仙市工業団地分譲要 

綱が定める審査委員会による審査を経て買受候補者及び区画割を決定する。 

（2）審査結果については、市は申込者に文書により通知する。なお、市は審査の経 

過等に関する問合せには、一切応じない。 

 

１１ 契約の締結 

 （1）市及び買受人は、買受候補者の決定及び分譲面積の測量による確定等の諸手続 

の後、指定する期日までに土地売買契約を締結する。 

     ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（平成１７年条例第５４号）第３条の規定（土地１件当たり５，０００㎡以 

上）に該当するときは、その規定に基づき、市及び買受人は土地売買の仮契約 

を締結し、当該物件の処分について議会の議決を得た後、その旨を市が買受人 

へ通知したときに本契約となるものとする。 

（2）買受人は、契約締結と同時に、市へ売買代金の１００分の１０以上の契約保証 

金を納入し、契約に必要な収入印紙代を負担すること。 

（3）買受人は、契約保証金を、売買代金の一部に充当することができる。なお、契 

約保証金には利息を付さない。 

  (4) 買受人が、契約上の義務を履行しないとき、又は買受人の責に帰す事由により 

所有権の移転前に契約を解除したときは、既に納付された契約保証金を市に帰 

属するものとする。 

  (5) 市が指定する期日までに買受人が契約を締結しない場合は、買受候補者の決定 

を取り消す。 

 

１２ 売買代金の納入方法 

(1) 土地売買契約を締結したときは、買受人は支払請求書を受理した日から３０日 

以内に売買土地の代金を一括納入すること（振込手数料は、買受人の負担とす 

る。）。 

(2) 買受人が期限までに売買土地の代金を支払うことができなかったときは、未納 
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元金に、遅延した日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定 

める告示（昭和２４年１２月１２日大蔵省告示第９９１号）で定める割合を乗 

じて計算した延滞金を支払うこと。 

 

１３ 所有権の移転及び登記 

（1）土地の所有権は、買受人が土地売買代金の支払を完了したときに移転する。 

   (2) 土地売買契約の締結に要する費用、土地の所有権の移転登記に要する費用及び 

    買戻特約登記の解除に要する費用並びにこれらに関連する手続に要する費用は、 

    買受人の負担とする。 

 

１４ 契約の解除等 

（1）買受人が６申込者の資格及び７分譲の条件に掲げる事項及び土地売買契約のい 

ずれかに違反したときは、市は土地売買契約を解除することができる。 

（2）買受人が６申込者の資格及び７分譲の条件に掲げる事項及び土地売買契約の 

いずれかに違反したときは、市は無条件で売買代金から違約金として１００ 

分の１０に相当する金額を控除した残金をもって売買土地を買い戻すことが 

できる。 

  (3) 市が土地売買契約を解除したとき、又は売買土地を買い戻したときは、買受人 

は速やかに自己の費用と責任において、売買土地を原状に回復し、市に引き渡 

すこと。ただし、市が売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めた 

ときは、買受人は売買土地を現状のまま引き渡すことができる。 

 

１５ 公害の防止等 

（1）買受人は、操業に先立ち、排水、ばい煙、粉じん、ガス、臭気、騒音、振動 

等による公害が発生しないよう、適切かつ十分な防除の措置を講ずるととも 

に、市が必要と認めるときは、雲仙市環境保全条例（平成１７年雲仙市条例 

第１４０号）第３５条の規定に基づき、市と環境の保全に関する協定を締結 

するものとする。 

（2）協定の締結後に公害が発生したときは、買受人の責任及び負担において解決 

すること。 

 

１６ 留意事項 

(1) 環境対策 

    雲仙市環境保全条例の規定を遵守すること。また、悪臭防止法（昭和４６年法 

律第９１号）に基づく臭気指数規制を遵守すること。なお、買受人は規制基準 

である敷地境界線上の臭気指数１５未満を遵守すること。 
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(2) 上水道 

      上水の供給を受ける場合は、雲仙市環境水道部水道課への届出を行うこと。 

    また、上水に係る敷地内への給水装置の敷設については、買受人の負担で施 

工すること。 

(3) 工業用水道、地下水 

      工業用水道又は地下水の供給を必要とする場合は、雲仙市観光商工部企業誘 

    致推進室へ事前協議をすること。 

(4) 排水 

① 汚水 

    ・工場等の設置に伴い、雲仙市環境水道部環境政策課と協議を行うこと。 

    ・雑排水及び工場排水については、合併処理浄化槽による処理を行った上で排 

    水すること。なお、合併処理浄化槽に係る経費（設置工事、維持管理費等） 

については、買受人の負担にて施工すること。 

   ② 雨水 

     購入した土地内の雨水については、市が予め設置した排水溝に排水するこ 

と。 

    (5) 電力・通信 

     電力・通信の使用については、買受人が各供給会社に引込みについて、協 

議・申込みをすること。 

   (6) 敷地の管理 

     購入した土地は除草を適宜行うなど、適切な管理をすること。 

 

１７ その他 

(1) 地元企業の活用 

 ① 買受人は、造成工事及び施設等の建築工事に当たっては、雲仙市内に本社、 

本店又は主たる営業所を有する業者へ発注するよう努めるものとする。 

 ② 買受人は、当該工事に関する下請負、主要資材の購入については、雲仙市内 

に本社、本店又は主たる営業所を有する業者へ発注するよう努めるものとす 

る。 

    (2) 雲仙市工場等設置奨励に関する条例（平成１７年雲仙市条例第１６２号）に 

    基づく奨励措置 

買受人は、工場等の建設に当たり、要件を満たした場合は、市による工場等 

設置奨励の指定を受け、対象奨励金の交付を受けることができる。 

   (3) 雲仙市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成１７年雲 

仙市条例第１９３号）に基づく支援措置 

買受人は、条例及び本分譲募集要領に沿った事業の用に供する設備を取得す 

る等し、対象要件を満たした場合は、固定資産税の課税免除を受けることが 
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できる。 


